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	e-CORNE | Education for Sustainable Co-Living 持続可能社会教育 e-CORNE
	Japan Body Stylist Association NPO法人 日本ボディスタイリスト協会
	受講開始報告書
	すべての項目を記入ください。会員サービスご利用の為の必須条件となります。
	記入日　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日
	❶ 申請者記入欄
	＊BSA｜IRP｜TSU 他 e-CORNE関連・講座開始時に記入
	受講者情報
	＊会員番号記入と氏名を記入
	スクール講師・育成者
	スクール講師・担当者
	受講者登録ご住所
	都道 府県
	市区 町村
	受講開始日
	認定科目名
	西暦


	▼ 受講について
	① 各種講座受講について｜入会登録及び年度更新をしていない方は受講できません
	② 入会申込と同時に受講を希望する新規会員について 　入会申込書と入会登録料5,500円（税込）の支払いの上、即日受講が可能です
	③ 受講開始日について 　最初にスクールを実施した講師（担当者）が記入し「受講開始報告書」提出してください
	④ BSAオンラインスクール（基礎講座＝補修扱い｜専門講座＝講座扱い）について 　スクール講師が「受講開始報告書」を提出後、会員ページにてアーカイブ動画を視聴可能 　受講開始申請がない場合、オンラインスクール動画はご使用できません（一部、講座のみ）
	⑤ 受講期間について 　「受講開始報告書」記入日から一年以内となり、一年を経過すると再度「受講料」が必要 　年度更新後、4月からの改正事項が適用されます
	⑥ 受講時について｜会員証の提示をお願いします
	⑦ 認定スクール事業について 　取得した学科のみ認定手続きを行い「認定スクール事業」を実施することができます
	⑧ 会員サービス利用について 　受講開始報告書を提出しても、会員番号が発券されない限り会員サービスは利用できません
	⑨ 受講開始報告書の提出義務について｜スクール講師 及び 講師育成責任者にあります
	⑩ 自立支援型スクールについて 　受講料のすべては、スクール講師及び講師育成責任者の収益になります 　受講料 及び 諸費用の支払いについても、スクール講師 及び 講師育成責任者の責任とします




